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井田病院 本館非常用自家発電設備点検整備業務委託仕様書 
 

１  目的  

 本 件 は 、 消 防 法 第 １ ７ 条 の ３ の ３ の 規 定 、 電 気 事 業 法 及 び 電 気 工 作 物 保 安 規 程

に 基 づ き 非 常 用 自 家 発 電 機 設 備 を 良 好 な 状 態 に 保 つ た め 、 保 守 点 検 を 実 施 す る 。  

 

２  委託期間  

  契約日から令和９年３月３１日まで  

 

３  履行場所  

  川崎市中原区井田２－２７－１   川崎市立井田病院  

 

４  点検対象機器  

病院本館  

①  ガスタービン発電設備  １台  

・機 種：ＰＵ－２０００  

・装 置 型 式：Ｔ２０００Ａ－ＢＥＲ  

・エンジン型式：Ｍ１Ａ－２３ 

・定 格 出 力：１，７６５ｋＷ（２，０００ｋＶＡ）  

・定 格 電 圧：６ ,６００Ｖ  

・製 造 会 社：川崎重工業株式会社  

                 

②  自動始動発電機盤  １台  

・装 置 型 式：Ｒ２０００Ａ－Ｂ  

・製 造 番 号：ＫＨＩ－６４３Ｔ６５３  

・製 造 会 社：川崎重工業株式会社  

 

③  直流電源盤  １台  

・形 式：ＥＲ－１５Ａ－６０Ｍ  

・蓄 電 池 型 式：ＭＳＥ３００  

・数 量：６０個  

・蓄電池製造会社：古河電池株式会社  

 

  

５  委託業務の内容  

（１）  非 常 用 自 家 発 電 設 備 点 検 は 、 「 消 防 用設 備 等の 点 検 の基 準 及 び 消防 用 設備

等 点 検 結 果 報 告 書 に 添 付 す る 点 検 票 の 様 式 」 及 び 「 消 防 法 施 行 規 則 の 規

定 に 基 づ き 消 防 用 設 備 等 の 種 類 及 び 点 検 内 容 に 応 じ て 行 な う 点 検 の 期 間 、

点 検 の 結 果 に つ い て の 様 式 」 に 定 め る と こ ろ に よ り 適 正 に 行 い 、 併 せ て

１２年毎整備を実施するものとする。  

点 検 整 備 項 目 に つ い て は 、 別 紙 「 保 守 点 検 整 備  点 検 表 」 に 基 づ い て 実 施 す

ること。  

（２）作業日は、発注者と協議のうえ決定することとする。なお、受変電設備点

検日（令和８年１０月２５日）に合わせ、停電試験による起動確認及び負

荷運転の確認についても行なうこと。  

（３）機器等に故障など異常が発生した場合は、速やかに技術員を派遣できる体

制であることとする。  

 

６  費用負担区分  

（１）受注者の負担  

前項の保守に要する材料は、受注者の負担とする。  

（２）発注者の負担  
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①発注者の都合により行う工事または模様替えのための移設、または改修を

必要とする場合。  

②設備の破損もしくは老朽化による機器の更新・交換の必要が生じた場合で

発注者が認めた場合。  

 

７  点検結果報告書の提出  

消防法に定める結果報告書を３部作成し、速やかに発注者へ提出すること。  

 

８  完了届等の提出  

受注者は、業務終了後、速やかに完了届並びに報告書を発注者に提出し、当該

業務の履行状況について検査を受けなければならない。  

 

９  委託料の請求  

  受注者は、前項の検査合格後、発注者の指定する方法で当該委託料を請求する

ものとする。なお、支払回数は１回とする。  

 

10 感染防止対策  

（１）業務遂行にあたり、病院という施設の特殊性を考慮し、井田病院院内感染

対策マニュアル等に準じた感染防止対策を講じて、作業を行うこと。また、

万が一作業員が感染症等に感染した場合には、病院の指示に従い、当該作

業員への措置及び他の者に感染することが無いように感染対策を迅速に講

ずること。  

（２）病院内や受託業者内で発生した感染症など、拡大予防のため互いに情報を

提供する。  

なお、これらの措置にかかる費用については、受注者の負担とする。  

 

11  業務従事者の資格等  

受注者は、保守点検を実施する技術員について下記の免許・資格等を有する者

に点検を行なわせること。  

（１）作業責任者は（株）カワサキマシンシステムズ（メーカーのサービス部門

に関する会社）から発行されている「カワサキガスタービン発電設備保守

整備技術者資格証」を取得しているものが作業にあたることを必須とする

。なお、作業の補助にあたる者については、この資格証は必須ではない。  

（２）消防設備点検資格者（一種・二種）を取得している者が行うこと。  

また、上記（１）（２）の資格者証 (写 )及び受注者との雇用関係を証明する

書類について、発注者の求めに応じて提出すること。  

 

 

 




















